
本
多
領
神
戸
藩
の
成
立
と
そ
の
歴
史
的
背
景

若

林

喜

三

郎

は

じ

め

に

筆
者
は
、
目
下

旧
神
戸
藩
主
本
多
家
の
子
孫
本
多
康
彦
家
文
書
を
整
理
中

で
あ
る
が
、

そ

の
進
行
に
と
も
な
い
、

お
い
お
い

神
戸
藩

の
歴
史
を
探

っ
て
み
た
い
と
考

え
、
昨
年
は
同
文
書
中
、
明
治

三
年
の

「
藩
制
取
調
書
」
を
と
り
あ
げ
、
版
籍
奉
還
直
後
の
藩
情
を
概
観
し
た
。

こ
れ
は
、
い
ち
お
う
近
世
の
神
戸
藩
政

の
到
達
点
を
摸
索
す
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
が
、

今
回
は
藩
政

の
成
立
期
に
立
戻
り
、

そ
こ
か
ら

出
発

し
よ
う
と
考
え

た
。
そ
れ
は
同
家

に
襲
蔵
さ
れ
る

「
家
譜
」
を

一
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら

で
、
重
点
を
そ
の
成
迄

の
歴
史
的
背
景

の
追
究

に
指
向
し
た

い
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
神

戸
藩
の
成
立
や
本
多
忠
統

の
事
績
に

つ
い
て
は
、
古
く
は
、
松
野

宗
太
郎
氏
の

『
藩
祖
長
徳
院
殿
猫
蘭
公
御
略
伝
』
(明
治
ご
.九
年
)
や

伊
藤
清
太
郎
氏

の

『
神
戸
平
原
地

方
郷
土
史
」
(前
後
二
編
、
昭
和

一
三
年
)
、
仲
見
秀
雄
氏
の

「
新
編

・
鈴
鹿
市

の
歴
史
』
(昭
和
五
〇
年
)
な
ど
の
該
当
部
分
の
ほ
か
、
同
氏

の

『
本
多
忠
統

公
略
伝
』
(同
)
、
衣
斐
賢
譲
氏

の

『
神
戸
録
と
そ
の
周
辺
』
(同
)、
衣
斐
弘
行
氏
の

「
椅
蘭
の
詩
」
(
「涼
火
』
12
)
な
ど
が
あ
り
、
も

っ
て
そ
の
大
要
を
把
握
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し

そ
の
歴
史
的
背
景
を
問
題
に
す
る
と
な
れ
ば
、
享
保
改
革
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
藩
セ
本
多
忠
統
の
こ
の
改
革

へ
の
参

与
に
よ

っ
て
、
神

戸
藩

の
実
質
的
成
立

の
機
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
最
近
の
享
保
改
革

の
研
究
と
い
う

こ
と
に
な
れ
ば
、
辻
達
也
氏
や
大
石
慎

三
郎
氏
を
は
じ
め
と
す
る
先
駆
的
な
業
績
が
あ
り
、
近
く
は
大
石
学

・
大
友

一

雄
両
氏
の
新
研
究

も
あ
ら
わ
れ
た
。
本
稿

で
は
、
そ
れ
ら
先
人
の
研
究
成
果

に
依
拠
し
な
が
ら
、
従
来

の
神
戸
藩
、
乃
至
本
多
忠
統
研
究
を

一
歩
進
め
て
み
た
い
と
考

え

る
の
で
あ
る
。

本
多
領
神
戸
藩
の
成
立
と
そ
の
歴
史
的
背
景
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本
多
領
神
戸
藩
の
成
立
と
そ
の
歴
史
的
背
景

一
、
本
多
忠
恒

の
分
家

多
く
の
書
で
は
本
多
領
神
戸
藩
の
始
祖
を
本
多
忠
統
と
し
、
そ
の
父
忠
恒
の
事
績
に
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
忠
恒
は

「
大
名
」
と
し
て
は
初
代
で
あ
る

し
、
歴
史
的
背
景
を
さ
ぐ
る
に
も
必
要

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
本
稿
で
は
忠
恒

の
分
家
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
て
お
き
た
い
と
思
う
。

第1表 貞享元年,本 多忠恒領地一覧

禄 高(石)

3,1.90.837

 

名

3,121.498

 

村国名1郡 名

請 所,五 番 領,岡,鍛 冶屋,産 所,三 田,

仁 和 寺 の 内,三 重 生,十 八 川

西 寺,東 寺,柑 子 袋,吉 永,正 福 寺

 

高

島

甲

賀

近

江

3,687.665日野,鬼 住,流 谷,寺 本,西 代,長 野

新 家,甲 田,伏 見 堂,原,小 深 の 内,

廿 山 の 内,板 持 の 内,清 水,天 見

 

錦

部

河

内

忠
恒
は
、
近
江
国
膳
所
藩
主
本
多
康
将
の
次
男
で
、
本
多
家

の

「
家
譜
」
に
よ
る
と
、
延
宝
七
年
六
月
十
九
日
、
家
禄
七

万
石

の
う
ち
、

一
万
石
を
授
け
ら
れ
て
分
家
し
た
。
本
多
家
に
伝
わ
る

一
番
古
い
領
知
状
は
貞
享
元
年
九
月
、
綱
吉
将
軍
が

忠
恒
に
与
え
た
も
の
で
、
そ
の
内
容
は
第
1
表

の
通
り

で
あ
る
。

但
し
、
忠
恒
は
分
家
し
た
と
は
い
い
な
が
ら
、
ず

つ
と
膳
所
に
居
住
し

て
お
り
、

「
家
譜
」
に
よ
る
と
、
参
勤
交
代
も
も

に
し
ん
だ

い

っ
ぱ
ら
膳
所
ー
江
戸
間
を
往
来
し
て
い
る
。
し
か
る
に
、
二
代
忠
統

の
宝
永
八
年
十

二
月
十

三
日
に
至

っ
て
、
河
内
国
西

代

の
新
館

へ
移
り
住
ん
だ
と
あ
り
、
以
後

の
参
勤
は
す
べ
て
西
代
よ
り
往
復
し
て
い
る
か
ら
、
や

っ
と
独
立
し
た
藩
と
し
て
の

面
目
を
保

つ
に
至

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
忠
恒
の
分
家
の
由
来
を
本
多
家
の
側
か
ら
み
る
と
、
膳
所
藩
主
康
将

の
次
男
と
な

っ
て
い
る
が
実
は
康
将
が
若
死
に

し
た
兄
康
長
の
嫡
子
康
慶
を
養
子
と
し
て
家
を
嗣
が
せ
た
た
め
、
実
子
の
忠
恒
に

一
万
石
を
与
え
て
分
家
さ
せ
た
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
譜
代
分
知
大
名

の
創
出
は
、
徳
川
家

一
門

の
分
知
大
名
の
創
出
と
と
も
に
、
寛
文

・
延
宝
期

の

特
相
と
も

い
う
べ
き
で
あ

っ
て
、
藤
野
保
氏
が
、
そ
の
傾
向
は
新
田
開
発
に
よ
る
領
国
石
高
の
打
出
し
強
化
、
よ
り
根
本
的

に
は
徳
川
幕
府
の
権
力
の
強
化
、
ま
た
大
名
改
易
と
譜
代
大
名
転
封
の
減
少
策
に
伴
う
大
名
の
定
着
に
よ
る
領
国
の
固
定
化

に
基
因
す
る
と
説
か
れ
た
の
は
注
目
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
本
多
家

の
分
家
は
こ
う
い
う
情
勢
の
中
で
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

寛
文

.
延
宝
期
か
ら
元
禄
期
に
か
け

て
、
幕
臣
の
官
僚
化
は
い
ち
じ
る
し
く
進
め
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
に
は
、
幕

政
の
整
備
と
役
職
の
増
加
が
と
も
な
い
、
そ
れ
を
担
当
す
る
人
材

の
要
望
が
強
ま
る
。
右
の
よ
う
な
分
地
大
名

の
創
出
が
そ

れ
に
こ
た
え
る
も
の
で
あ

っ
た
が
、
い
ま
、
そ
れ
を
本
多
家
の

[
家
譜
」
か
ら
抽
出

・
表
示
し
た
本
多
忠
恒
の
略
歴
に
よ
り

一124一



第
2
表

本
多
忠
恒
略
歴

年

・
月

・
日

延 明
宝 暦

つ
」
・
rD

●
Q
げ

3

●
5

●
9
θ

8

・
21

4

・
3

・
18

6

・
9

・
10

7

・
6

・
P

7

・
28

12

・
27

8

・
5

●
∩
6

7

・
B

元

・
12

・
13

り
乙
0
3

●
Q
U

H

・
4

西

暦

年
齢

　
F

天
和

貞

享

元3

11i

2124

 

∩∠

●
Q
U
●
I
1

3

・
8

・
12

4

●
5

●
1

5

・
6

・
⑳

2

●
-ー

3

・
7

・
12

特

訟

事

項

元
禄

-
正
ハ
0

[0

7

ユ

7

5

19

777

986

 

8

0

88

21

23222024?62

・

43

2827

988888

098765

343332313029

於
膳
所
誕
生
、
父
本
多
康
将

父
に
従
て
膳
所
発
、

5

・
13
着
府

将
軍
家
綱
に
初
て
御
目
見

江
戸
発
、
3

・
27
膳
所
着

父
に
従
て
膳
所
発
、

9

・
21
着
府

父
よ
り
願
の
通
り
1
万
石
分
知
蒙
仰

御
礼
申
上

叙
従
五
位
下
、
任
伊
予
守

将
軍
家
綱
艶

綱
吉
将
軍
と
な
る

駿
州
田
中
城
在
番
蒙
仰

田
中
城
、
土
屋
相
模
守

へ
引
渡
、
3
・
14
着
府

初
め
て
御
暇
下
さ
れ
、
11

・
23
江
戸
発
、

12

・
3
膳
所
着

膳
所
発
、
6

・
4
着
府

駿
府
加
番
蒙
仰
、
在
番

将
軍
綱
吉
初
め
て
御
朱
印
(領
知
状
)下
賜
、

在
番
中
に
つ
き
本
多
康
慶
登
城
頂
戴

駿
府
発
、
28
着
府

御
暇
、
膳
所
着

膳
所
発
、
6

・
9
着
府

御
暇
、

(以
下
不
明
)

膳
所
発
、
6

・
⑳
着
府

御
暇
、
8

・
14
江
戸
発
、
i
膳
所
着

本
多
領
神
戸
藩
の
成
立
と
そ
の
歴
史
的
背
景

年

・
月

・
日

元

禄

4

。
5

・
1

5

・
6

・
28

《
)
0
5

●
ー

8

。
2

一

　

エ

7

.
陛

↑
5

.
2

6

・
10

8

●
5

・
1

・

9

・
6

・
15

10

・
4

・
I

-

一

6

・
指3

7

.
2

1

°
6

°
5

ユ

ー

2

2

1

.
5

.
2

9

°
92

9
0

ぼ∂

●
ρ0

●

iI
J

1

4

ー

ユ

.
5

.
2

8

・
η

⊂
0

0

●
ρ
∪

●

ユ

ィー⊥

ρ0

0
0

1

.
5

.
2

6

・
13

7

1
⊥

0

1

円1⊥

-
1
山

.暫

替

虐

～

-
⊥
ρO

Q
」
-

G
」
2

Q
σ
つ
0

999

7G5

9

98

 

1

7

0

0

0

「1

aa

32

 

0

4

35医37363841403943424544474648

特

記

事

項

膳

所

発

、

6

・
7
着

府

一
御

暇

、

7

・
10

江

.月
発

、

7

・
21

膳

所

着

一
膳

所

発

、

6

・
5
着

府

一
本

所

屋
舗

拝

領

、

8

・
M
請

取

八

丁
堀

屋
舗

よ

り

本

所

新

館

へ
移

徒

一
御

暇

、

6

・
28

江

戸

発

、

7

・
9

膳

所

着

・
膳

所

発

、

6

・
5
着

府

一
御
暇

一
京
都
所
司
代
小
笠
原
佐
渡
守
参
府
に
付
、
留

一
守
中
火
消
役
蒙
仰
、
4

・
30
出
京

松
平
紀
伊
守
所
司
代
蒙
仰
上
京
に
付
、
膳
所

π
着

膳

所

発

、

8

・
5
着

府

御

暇

、

7

・
4

江

.芦
発

、

7

・
18
膳

所

着

一
膳

所

発

・

6

・
3

着

府

璃

所
火
消
役
蒙
仰

御

暇

、

6

・
25

江

戸

発

、

7

・
5
膳

所

着

」
膳

所

発

、

6

.
3

着

府

一
本

所

火

消

役

蒙

仰

「
御

暇

、

6

・
幻

江

戸

発

、

7

・
3
膳

所

着

膳

所

発

、

6

・
3
着

府

一
本
所
火
消
役
蒙
仰

[
於
江
戸
卒
、
深
川
道
本
山
霊
巌
寺
に
葬
る

注

、

i

は
月

日

不

明

を

.小
す
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本
多
領
神
戸
藩
の
成
立
と
そ
の
歴
史
的
背
景

考
察
し
て
み
よ
う
(第
2
表
)
。
表
中
に
は
、
将
軍

の
代
替
り
な
ど
重
要
事
項
を
加
え
た
が
、
用
語
は
で
き
る
だ
け
原
文
の
も

の
を
使
用
し
、
そ
の
趣
を
保

つ
よ
う

に
し
た
。

こ
れ
を
要
約
し
て
み
る
と
、
忠
恒
は
分
家
を
許
さ
れ
た
延
宝
七
年
か
ら
二
年
後
、
天
和
元
年

に
駿
州
田
中
城
の
在
番
を
命
ぜ
ら
れ
、
そ
の
任
を
果
た
し
た
翌
年
十

一
月

に
至

っ
て
始
め
て
賜
暇
、
膳
所
に
帰
国
し
て
い
る
。
以
後
貞
享
元
年
に
は
駿
府
加
番
、
元
禄
十
年
に
は
京
都
火
消
役
、
同
十

二
年
に
は
江
戸
本
所
火
消
役
を
命
ぜ
ら
れ
、

本
所
火
消
役
は
そ
の
後
同
十
三
年
、
十
六
年
と
連
続
就
任
、
同
十
七
年
十

一
月
、
在
任
中
江
戸

で
卒
去
し
た
。
本
多
忠
恒
の
場
合
に
は
分
家
早

々
田
中
城

の
在
番
を

つ
と

め
、
死
に
至
る
ま

で
本
所
火
消
役
を

つ
と
め
る
、
典
型
的
な
番
方
の
大
名
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

二
、
本
多

忠
統

の
襲

封
と
出
頭

次

に
忠
統

の
事
績
に
入
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

忠
統
は
五
代
綱
吉

・
六
代
家
宣

・
七
代
家
継

・
八
代
吉
宗

・
九
代
家
重
と
五
代
に
わ
た
る

将
軍

に
仕
え
て
い
る
。

そ
れ

は
、
元
禄
期
～
享
保
期
と
幕
府
政
治
も
成
立
期
か
ら
転
換
期

へ
と
大
き
な
曲
り
角

に
さ
し
か
か
り
、

目
ざ
ま
し

い
変
遷
を
経
て
い
た

時
期

で
あ
る
か
ら
、

忠
統

の
事
績

も
、
そ
れ
に
対
応
し
て
大
き
な
展
開
を
示
す
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

以
下
、
例
に
よ

っ
て
忠
統

の
略
歴
を
本
多
家
の

「
家
譜
」
よ
り
抽
出
し
て
表
示
し
て
お
く
が
、
便
宜
上
前

・
後
期
に
区
別
し
、
比
較
検
討
の
便
に
供
し
た
い
(第
3
表
)
。

第
3
表

本
多
忠
統
略
歴

・
前
期

年

・
月

・
日

西

暦

年

齢

特

記

事

項

4

3

23

2

31

2928

寧丞

匹

12

23

元
禄

1714

67

2528

元
禄

94

36

2718

-

ρQ
Q
σ
-

G
U
ρ
O

i
1

7

0

1
⊥

0

4

O

rO

0

7

14116 i1517

奮

所
誕
生

一
膳
所
発
、
伊
勢
参
宮
、
4
月
着
府

将
軍
綱
吉
初
御
目
見

五
節
句
月
並
登
城
、
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項

家
宣
将
軍
と
な
る

皿

常
盤
橋
御
門
内
屋
鋪

、
番
町
明
地
と
交
換

}

東
叡
山
大
猷
院
様
御
仏
殿
火
之
番
蒙
仰
、

9
・
13
御
免
、

一
橋
御
門
番
蒙
仰

一
　

臼
光
御
祭
礼
奉
行
代
蒙
仰

一

知
行
所

の
内

へ
初
め
て
御
暇

江
戸
発
、
7

・
H
河
州
西
代
仮
屋

へ
着
、
12

・
13
新
館

へ
移
徒

将
軍
家
宣
よ
り
御
朱
印

(領
知
状
)
下
さ
れ
、

在
邑
中
に
つ
き
名
代
牧
野
忠
寿
登
城
頂
戴

一

「
西
代
発
、
5

・
27
着
府

}

籍

御
門
番
蒙
仰

一一

裏

四
番

町
高

木

又
兵

ヱ
上

り

屋

鋪

預

り

御

暇

、

6

・
19
江

.月
発

、

7

・
1
西

代

着

}

京

都

火

消

役

蒙

仰

(来

年

3
月

交

代

)

一

西

代

発

、

3

・
1
京

着

任

、

9

・
1
青

木

出

一
羽

守

と

交

代

、

京

都

発

、

9

・
2
西

代

着

[　

西

代

発

、
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・
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着

府

　　

懲

溜
樋
蝉

発
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右
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西
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本
多
領
神
戸
藩
の
成
立
と
そ
の
歴
史
的
背
景

前
期
は
、
忠
統

の
誕
生
よ
り
八
代
将
軍
吉
宗

の
就
職
ま
で
の
二
七
年
間

の
略
歴
で
あ
る
が
、
そ

の
前
半
は
ま
さ
に
元
禄
時
代
で
、
十
四
才
に
し
て
父
忠
恒

の
死
に
よ
り

襲

封
す
る
や
、
小
姓
と
し

て
将
軍
綱
吉
に
近
侍
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
仲
見
秀
雄
氏
の

『
本
多
忠
統
公
略
伝
」

に
よ
る
と

「
幼
少
の
時
か
ら
資
質
英
遭
、
九
才

に
し
て
四

書
五
経
を
学
ん
だ
」
と
あ
る

(
一
頁
)。

彼
は
二
十

一
才

の
と
き
、
膳
所
を
離
れ
て
河
内

の
領
内
西
代
に
新
館
を
建
て
て
遷
り

住
み
、
よ
う
や
く

新
分
立
大
名
と
し
て
の

面
目
を

保

つ
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る

が
、
衣
斐
弘
行
氏
の

「
猜
蘭
の
詩
」

で
は

「
忠
統
が
河
内
入
り
し
て
八
景
を
定
め
、
祖
裸

の
も
と

へ
通
知
し

て
来
た
」
と
あ
る
。
そ
れ
が
、
忠
統

の
初
入
部

の
と
き

の
こ

と
で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
荻
生
祖
裸

の
門
に
入

っ
た
の
は
、
か
な
り
早
い
時
期
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
こ
と
が
、
彼
が
綱
吉
や
吉
宗

の

恩
寵
を
う
け
る
た
め
の
最
大
の
条
件

で
あ

っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

仲
見
氏
前
掲
書

に
よ
る
と
、
忠
統
は
綱
吉

の
諮
問
に
こ
た
え
て
、

一
こ
の
盛
世
を
後
代
に
伝
え
る
た
め
、
願
わ
く
ば
職
を
退
い
て
ひ
た
す
ら
学
問
の
道
に
励
み
、
修
史

の
業
を
成
就
し
た
い
」
と
出
願
し
、
将
軍
か
ら
今
後
幕
府

の
書
庫
に
入
り
、
自
由
に
諸
書
を
閲
覧
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
と
あ
る
。
事
の
真
偽
は
と
も
か
く
、
綱
吉
の
死

後
し
ば
ら
く
落
飾
し
た
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
そ
の
寵

の
篤
か

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
も
小
姓
ど
ま
り

で
、
政
局
に
影
響
を
も
た
ら
す
ほ
ど
の
重
職
に
は

つ
け
ら
れ
な
か

っ
た
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
綱
吉

の
死
が
早
か

っ
た
の
と
、

忠
統
の
弱
年
の
せ

い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
れ
に
次
ぐ
後
半
期
と
も
な
れ
ば
、
家
宣

・
家
継

の
治
世
、

つ
ま
り
新
井
白
石
の
登
場
と
な
る
。
白
石
は
朱
子
学
的
合

理
主
義
を
も

っ
て
、
諸
改
革
を
実
施

し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
忠
統
が
、
前
述
の
よ
う
な
英
才
で
あ
り
な
が
ら
、
出
頭
を
抑
え
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
は
、
但
僚
学
を
奉
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
彼
が
、

一
譜
代
小
藩
主
と
し
て
日
光
祭
礼
奉
行
代
、
竹
橋

・
一
橋
等

の
門
番
、
本
所
火
消
役
や
京
都
火
消
役
、
諸
士

の
上
り
屋
鋪

の
管
理
な
ど

の
諸
番
役
に

終
始
し
た
こ
と
は
、
第
3
表
に
も
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

㈲

さ
て
、
そ
れ
に
次

い
で
八
代
将
軍
吉
宗

の
登
場
と
な
る
や
、
果
然
、

享
保
四
年
八
月
に
は
帰
邑

(在
国
)
中
召
喚
さ
れ
て
、

九
月

三
日
大
番
頭
を
命
ぜ

ら
れ
、
同
六
年

に
は
京
都

二
条
番
代
を
拝
命
し
た
。
同
八
年
五
月
病
を
も

っ
て
大
番
頭
御
免
を
再
願
し
御
役
御
免
と
な
る
が
、
こ
れ
は
、
次

の
躍
進
の
た
め
の
、
し
ば
し
の
ひ
そ
み
で
あ

っ
た
と
も

い
え
る
の
で
あ
る
。
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三
、
勝
手
掛
若
年
寄

・
本
多
忠
統

享
保
元
年
八
月
、
紀
州
か
ら
入

っ
て
八
代
将
軍
と
な

っ
た
徳
川
吉
宗
に
は
、
擁
立
者
と
し
て
有
力
な
五
人

の
老
中
が
あ
り
、
彼
ら
が
死
亡
、
あ
る
い
は
老
衰
に
よ

っ
て

㈲

退
転
し
、
吉
宗
自
身
が
登
用
し
た
水
野
忠
之
を
勝
手
掛
老
中
と
い
う
要
職
に
つ
け
た
同
七
年

五
月
頃
か
ら
、
真

の
改
革
政
治
の
時
代
に
入

っ
た
と

い
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

㈹

そ
の
政
策
推
行

の
中
枢
に
、
将
軍
ー
勝
手
掛
老
中
ー
勘
定
所
の
線
を
す
え
、
新
官
僚
が
造
成
さ
れ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。

本
多
忠
統
は
、
前
述
の
如
く
享
保
四
年
九
月
、
大
番
頭
に
抜
擢
さ
れ
な
が
ら
病
を
得
、
同

八
年
五
月
に
は
御
役
御
免

の
上
、
療
養
に
専
心
す
る
身
と
な

っ
た
が
、
同
九

年
十

二
月
、
病
癒
え
る
や
た
ち
ま
ち
奏
者
番

・
寺
社
奉
行
兼
役
に
補
せ
ら
れ
、
そ
の
翌
十
年
六
月
に
は
若
年
寄
に
任
用
さ
れ
る
に
至

っ
た
。
そ
れ
は
、
吉
宗

の
所
謂
享
保

改
革

の

一
翼
を
担
う
こ
と
で
あ

っ
た
。

そ
こ
で
、
例

に
よ

っ
て
、
ま
ず
忠
統

の
略
歴
の
後
期
を
掲
げ
て
お
こ
う
(第
4
表
)。
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7
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5
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】

鋪
井
領
地
韮

甚
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郎
よ
り
請
取
・
西
代
里

一

鋪
並
領
地
共
平
岡
彦
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上

㎜
西
国
大
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館
、

「猜
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台
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の
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史
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景
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入
輿
御
用
蒙
仰

「猜
蘭
子
」
刊
行

金
銀
吹
改
御
用
懸
蒙
仰

竹
千
代
様

(家
治
)
よ
り
御
色
直
御
時
服
二

重

・
御
産
衣

一
重
拝
領

金
銀
吹
改
御
用
相
勤
候
に
付
時
服
五
拝
領

御
筆
の
絵
拝
領

天
英
院
様
(家
宣
夫
人
)御
遺
物
青
磁
香
櫨

・

古
今
倭
歌
集
拝
領

吉
宗
右
大
臣
御
転
任
の
節
宣
旨
相
納
候
様
蒙

仰吉
宗
御
転
任
に
付
時
服
五
拝
領
、
家
重
右
大

将
御
兼
任
付
時
服
三
拝
領

将
軍
宣
下
御
用
懸
蒙
仰

神
戸
城
地
に
蒙
仰
、
五
、
○
○
○
石
御
加
増

吉
宗
将
軍
職
を
家
重
に
ゆ
ず
る

御
放
鷹
御
供
御
免

年

角

・
日

一
西

暦

年
令

特

記

事

項

11

19

延

享

2

io

19

43
　 　

942109612

191711161523

3

5

25

寛

延

元

119
　 　

111

11

19

io
　

2

7

2

29

宝

暦

元

612
　 　

2015

-
↓
7

4

F
D

乃
4

ρ
0

沌
4
7

4

8

rO

(
∪

55

71

55565758606761

大
御
所
よ
り
御
刀
拝
領

将
軍
宣
下
御
用
相
勤
候
に
付
時
服
五
、
外
に

為
御
祝
儀
同
五
拝
領

月
光
院
様

(家
継
母
)
御
用
懸
蒙
仰

神
戸
築
城
の
儀
絵
図
面
願
通
蒙
仰

城
築
に
付
金
二
、
○
○
○
両
拝
借
蒙
仰

将
軍
家
重
よ
り
御
朱
印

(領
知
状
)
頂
戴

惣
じ
て
御
成
の
御
供
御
免

二
の
丸
出
火
に
付
御
懇
の
上
意

西
の
丸
下
屋
鋪
脇
裏
門
前
明
き
地
添
地
願
の

通
り
拝
領

,
神
戸
城
両
櫓
造
畢

高
輪
松
平
土
佐
守
抱
屋
鋪
譲
請

病
気
に
付
若
年
寄
御
役
御
免
の
願
書
差
出
、

9

・
22
御
役
御
免
再
願
差
出

願
の
通
り
御
役
御
免
、
帝
鑑
の
間
席
蒙
仰

願
の
通
り
隠
居
蒙
仰
、
高
輪
屋
鋪

へ
移
居
、

忠
永
家
督
蒙
仰

忠
統
剃
髪

吉
宗
嘉

於
江
戸
卒
、
深
川
道
本
山
霊
巌
寺
に
葬
る

本
多
忠
統
の
栄
進
や
、
そ
れ
に
伴
う
職
務
内
容

の
変
遷
な
ど
は
、
第
4
表
を

一
瞥
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
大
要
は
知
ら
れ
よ
う
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
ま
で
の
二
代
、
あ

る
い
は
次
の
代
か
ら
の
歴
代

の
常
例
業
務
で
あ

っ
た
火
消
役
や

各
城
門
の
門
番

・
日
光
祭
礼
奉
行
代

な
ど
は
姿
を
消
し
、

若
年
寄
に
登
用
さ
れ
て
も
、

享
保
十
五
年
四
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月
、
勝
手
掛
任
命
と
同
時
に
、

[
大
奥
女
中
様
方
御
用
懸
」
は
御
免
と
な

っ
て
い
る
こ
と
も
、
職
務
内
容

の
変
更
を
示
す
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。

し
か
し
、

闘
家
譜
」

の
性
格
上
、
必
ず
し
も
真
の
事
績
が
洩
れ
な
く
記
載
さ
れ

て
い
る
と
は
い
い
難
く
、
財
政
改
革
ら
し
い
業
績
も
、

印
金
銀
吹
改
御
用
懸
」

の
記
述

よ
り
見
当
ら
な

い
。
そ
こ
で
と
り
あ
え
ず

「
徳
川
実
紀
」
の
記
載
か
ら
、
そ
れ
を
補

っ
て
み
よ
う
。

ま
ず
第

一
に
、
忠
統

の
功
績
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
幕
府

が
旗
本
数
の
増
加

に
促
さ
れ
た
財
政
窮
乏
を
救
う
た
め
に
享
保
七
年
に
創
始
し
た
上
げ
米
の

制

で
あ
る
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
諸
大
名

に
禄
高

一
万
石
に
つ
き
米

一
〇
〇
石
を
上
納
さ
せ
、
そ
の
代
り
に
そ
の
参
勤
期
間
を
半
減
す
る
こ
と
を
骨
子
と
し
た
も

の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
制
は
、
幕
府

の
権
威
を
い
ち
じ
る
し
く
お
と
す
も

の
で
あ

っ
た
か
ら
、
幕
府
当
局
は
鋭
意
そ
の
廃
止
に
つ
と
あ
、
や

っ
と
九
年
後
に
実
現

し
た
が
、
財
政
は
な
お
楽
観

で
き
な
い
状
況
で
あ
る
か
ら
、
財
費
を
い
よ
い
よ
省
減
す
る
よ
う
に
、
諸
局
か
ら
建
白
せ
よ
と
令
し
、
老
中
水
野
忠
之
と
と
も
に
忠
統
に
も

よ
く
協
議
し
て
計
ら
う
べ
し
と
下
命

さ
れ
て
い
る
(四
五
、
五
三

一
頁
)
。

い
ま

一
つ
、
神
戸
移
封
の
年
、
享
保
十
七
年
は
蝶
害
の
た
め
諸
国
凶
作

で
と
く
に
西
国
で
は
大
飢
饒
と
な

っ
た
。
忠
統
は
、
老
中
松
平
乗
邑
と
と
も
に
そ
の
救
血
に
尽

力

し
、
乗
邑
に
は
刀

一
振
、
忠
統

に
は
時
服
七
、
さ
ら
に
同
様

の
功

の
あ

っ
た
大
坂
城
代
土
岐
頼
稔
は
刀

一
振
を
賞
賜
さ
れ
て
い
る
(四
五
、
六
三
七
頁
)。

次
に
、
前
述

の

「
金
銀
吹
改
御
用
懸
」

の
任
命

で
あ
る
が
、

こ
の
問
題
に

つ
い
て
は
辻
達
也
氏
の

『
享
保

の
改
革
」

の
な
か
で
、
と
く
に

「
通
貨

の
統

一
」
と

い
う
章

を
設
け
て
、
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

氏
に
よ
る
と
、

「
元
禄
か
ら
正
徳

・
享
保
に
か
け

て
、
幕
府
財
政
上
の
大
問
題
と
な

っ
た
通
貨
問
題
」
は
、
永
年

の
試
行
を
く
り
返
し

個

た
後
、

元
文

元
年

五
月

に
至

っ
て
金
銀
改

鋳

に
踏
み
き

っ
た

こ
と

か
ら
、

よ
う

や
く
安

定
す

る

に
至

っ
た

経

過
が

明
ら

か

に
さ

れ

て

い
る
。

も
と

よ
り

こ
の
論
文

に
は
、

こ
れ
に
従
事

し
た

人
物

の
氏
名
は

記

さ
れ

て

い
な

い
が
、

「
徳

川
実

紀
」

に

よ
る
と
、

閂
金

銀
吹

か

へ
の
事

つ
か
さ
ど

り
し
を

賞
せ

ら
る
」

と
し

て
、
松

平
乗
邑

に
時

服

一
〇
、

本
多
忠
統

に
時
服

五
を
た

ま
わ

っ
た

と
記
し

て

い
る

(四
五
、
八
二
二
頁
)
。
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四
、
本
多

忠
統

の
立
場

と
功
績

と
こ
ろ

で
、
最
近
享
保
改
革

に
お
け
る
若
年
寄
本
多
忠
統

の
活
躍
に
論
及
し
た
論
文
が
、

『
研
究
紀
要
」

(昭
和
五
五
年
度
)
に
収
載
さ
れ
た
次
の
論
文
で
あ
る
。

本
多
領
神
戸
藩
の
成
立
と
そ
の
歴
史
的
背
景

時
を
同
じ
く
し
て
二
編
も
あ
ら
わ
れ
た
。
そ
れ
は
、
徳
川
林
政
史
研
究
所
の



本
多
領
神
戸
藩
の
成
立
と
そ
の
歴
史
的
背
景

1

大
石

学

」
松
平
乗
邑
体
制

の
歴
史
的
性
格
ー

元
文
～
延
享
期

の
農
政
の
検
討
を
通
じ

て

」

2

大
友

一
雄

【
享
保
改
革
後
期

に
お
け
る
財
政
機
構
の
特
質

勝
手
掛
若
年
寄
と
勘
定
所
を
中
心
に
ー

」

右
の
う
ち
、
1
の
大
石
氏
論
文
は
、
水
野
忠
之
の
後
継
者
と
し
て
、
元
文

二
年
六
月
に
勝
手
掛
老
中
と
な

っ
て
敏
腕
を
振

っ
た
松
平
乗
邑
を
頂
点
と
す
る
体
制
を
論
じ

た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
勝
手
掛
若
年
寄
本
多
忠
統
の
存
在
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。
乗
邑
は
、
前
述

の
享
保
十
七
年
西
国
大
飢
館
に
際
し
て
は
忠
統
と
と
も

に
救

荒
対
策

に
つ
と
め
、
勝
手
掛
老
中
就
任
早
々
、
そ
の
翌
月
、
全
国
の
代
官

に
対
し
て
年
貢
量
回
復
の
た
め
の
厳
し

い
施
政
方
針
を
達
し
て
い
る
が
、
そ
れ
も
忠
統
と
連
署

で
あ

っ
た
。

権
力
集
中
に
つ
と
め
、
独
裁
的
手
腕
を
示
し

つ
つ
あ

っ
た
乗
邑
の
勝
手
掛
任
命

に
は
、
強

い
財
政
的
要
望
が
あ

っ
た
の
で
、
享
保
七
年
以
後
の
諸
改
革
に
よ

っ
て
、
同

十

二
年
に
は
年
貢
量
増
徴
が
ピ
ー
ク
に
達
し
た
が
、
同
十
六
年
以
降
急
速
に
そ
れ
が
減
少
、
停
滞
状
態
に
陥

っ
た
た
め
に
、
そ
の
回
復
が
至
上
命
令

で
あ

っ
た
。
乗
邑
の

勝
手
掛
就
任
と
同
時

に
勘
定
奉
行
に
任
じ
ら
れ
た
神
尾
春
央
は
、
ま
た
そ
の
片
腕
と
し
て
功
を
あ
げ
る
に
足
る
人
物

で
あ

っ
た
か
ら
、

こ
れ
以
後

の
農
政
は
、
全
く

こ
の

両
人
の
コ
ン
ビ
に
よ

っ
て
推
行
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
詳
細
は

一
切
大
石
氏
論
文
に
ゆ
だ
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
主
と
し
て
関
東
で
は
大
川
の
流
作

場

(河
川
敷
)
の
新
田
開
発
、
西
国
で
は
旧
検
地

の
石
盛
を
無
視
し
た
有
毛
検
見
法
、
そ
れ
と
併
行
し
た
棉
作
地

で
の

「
田
方
木
綿
勝
手
作
仕
法
」
な
ど
、
新
手
の
年
貢
増

徴
法

の
強
行
を
中

心
と
し
た
。

な
に
ぶ
ん
神
尾
は
、

「
胡
麻

の
油
と
百
姓
は
絞
れ
ば
絞
る
ほ
ど
出
る
も

の
な
り
」
と
い
う
名
言
を
残
し
た
と
い
わ
れ
、
後
出

騨
風
説
集
」

に
も

「
大
不
忠
者
」

「
天
下

の
盗
賊
悪
人
」
と
い
う
悪
評
を
う
け
た
人
物
で
あ
り
、
そ
の
信
用
を
う
け

て
活
躍
し
た
代
官
も

「
非
義
不
仁
」
と
の
の
し
ら
れ
た
上
坂
政
形
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
辣
腕

家
が
揃

っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
農
民
の
激
し

い
反
対
運
動
が
引
起
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

大
坂

.
京
都
両
町
奉
行
所
や
京
都
所
司
代

へ
数
千
人
に
及
ぶ
訴
願
運
動
が
展
開
さ
れ
た
が
、
却
下
さ
れ
た
の
で
、

つ
い
に
京
都
目
付

・
内
大
臣

・
武
家
伝
奏
、

つ
ま
り

(乗
邑
)

「
堂
上
訴
願
」
に
ま
で
発
展
し
た
。
大
石
氏
は

「
松
平
左
近
将
監
風
説
集
」
を
援
用
し
て
、
乗
邑
主
導
の
農
政
を
詳
述
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
書
に
は
、
さ
ら
に
神
尾
が

摂
家
や
禁
裡
領
分

に
ま

で
踏
込
ん
で
検
地
桿
入
れ
を
し
た
た
め
、

つ
い
に
天
皇
の
怒
り
を
招
き
、
そ
れ
が
乗
邑
失
脚
の
原
因
と
な

っ
た
と
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
。
大
石
氏

は
、

こ
う
し
た
情
勢
を
重
く
み
て
、

こ
れ
は
朝
幕
関
係
悪
化
の
兆
で
、
宝
暦

・
天
明
事
件
の
前
提
で
は
な

い
か
と
推
考
さ
れ
て
い
る
。

と
も
あ
れ
、
松
平
乗
邑
は
、
延
享
二
年
十
月
九
日
、
理
由
不
明
の
ま
ま
突
如
罷
免
さ
れ
た
ば
か
り

で
は
な
く
、
同
年

三
月
に
そ
の
功
に
よ

っ
て
元
高
五
万
石
に

一
万
石
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を
加

増
さ
れ
た

の
に
、

そ

の

一
万
石
は
取
揚

げ
ら
れ
、

居

邸
も

追

わ
れ

て
蟄
居

を
命

じ
ら

れ
た
。

神

尾

は
罷

免

こ
そ
さ
れ
な

か

っ
た
が
、

集

中
し
た
権

力
を
削

減
さ

れ

て
、

乗
邑
体
制

は
年
貢
増
徴

の
す
ば

ら
し

い
成

果
と
農

民

の
怨
嵯
、

さ
ら

に
は
朝
廷
側

の
悪
評
と

を
残

し

て
崩

壊
し
た
。

そ

こ
で
、
わ

が
本
多

忠
統
は

ど

う

い
う

立
場

に

あ

っ
た

の
か
、

い
ま

一
つ
大
友

一
雄
氏

の
所
論
を

み
よ
う

。

大

友

氏
論

文

で
は
、

と
く

に

「
勝
手

掛
若
年
寄

の
機
能

変
化

」

な
る

一
節
が

設
け
ら
れ
、

本
多
忠

統

の
職
務
権

限
が

よ
り
詳

細

に
論
ぜ
ら

れ
て

い
る
。

こ

こ
で
は
、

「
大
岡

越
前
守
忠
相

日
記
」
を
史

料
と

し
て
、
松
平
乗

邑

が
権

力
を
集
中

す
る
過
程

が
追
究

さ
れ
、
そ

れ

に
関

連
し

て
忠
統

の
役
割
が
解

明
さ
れ

る
の

で
あ

る
が
、

た
と

え
ば

、

元
文

二
年
頃

大
岡
支
配
代
官

か
ら
提
出

さ
れ

る
書

類
は
、
従

来
は
老
中

が
披
見
し
、

必
要
あ
ら

ば

若
年

寄

に
廻
さ

れ
審

議
さ
れ

る
よ
う

に
な

っ
て

い
た

の
を
、
乗

邑
の
勝
手
掛
就

任
以
後

は
、
ま
ず
忠
統

が
吟
味

を
加
え

た

上
、
問

題
が

な
け
れ
ば
乗
邑

へ
上
申
し
、
問

題
が

あ
れ
ば

大
岡

へ
差
戻
し

て
尋
問

す

る
こ
と

と

な

っ
た
。

つ
ま

り
、
勝
手

掛
若
年
寄

は
、
勝
手

掛
老
中

の
、

か
な

り
な
自

主
制

を
も

っ
た

下
僚
と
し

て
明
確

に
位
置

付

け
ら

れ
た
と

い
う

こ
と
が

で
き

る
の

で
あ
る
。

そ

こ
で
大
友

氏
は
、
当
時

の
幕
府

の
勝
方
御
用

は
松
平

乗
邑
と
神

尾
春
央
と

の

コ
ン
ビ
に
よ
る
と

い
う
通
説

か
ら
脱
し

て
、

勝
手
掛
老
中
松

平
乗
邑
ー

勝
手
掛
若

年
寄

本
多

忠
統
ー

勘
定
奉
行
神

尾
春
央

と

い
う

ラ
イ

ン
に
よ

っ
て
処
理

さ
れ

る
体
制

が
成
立
し
た

と
結
論
付

け
ら
れ

る
。

し

か
し
、

こ
の
二

つ
の
体
制

は
、

勝
手
方

若
年
寄

と
勘

定
奉
行

と

の
役
柄

を
考
え

れ
ば
、

矛
盾

な
く
併

立
し

た
と
思
わ

れ
る
。
農

政
の
現
地

業
務

に

つ
い
て

い
え
ば
、

そ
の
権
限

は
神
尾
が

こ
と
ご

と
く
掌

握
し

て

い
た
た

め
、

強
烈

で
性

急
な
乗

邑

の
意
向

は
も

っ
ぱ

ら
神

尾
が
実

行

に
移
す

こ
と

に
な

っ
た
の

で
あ

る
か
ら
、

二
人

の

コ
ン

ビ
は
、

当
時

か
ら
の
定
評

で
あ

っ
た

の
で
あ

ろ
う
。

元
文

・
延
享

期

の
き
び
し

い
収
奪

強
化

の
農

政

に
、

忠
統
が

か
げ

を
落
さ
な
く

な

っ
た

の
は
当
然

で
、

そ
の
間
、
同

じ

く
乗
邑

の
配
下
と

し
て
、
忠
統

は
貨
幣
改
鋳

と

い
う
大

任

を
か

か
え

て

い
た
し
、
将

軍
家
族

の
御

用

懸

や
儀

式

の
方
面

が
主
要

な
任

務
と
な

っ
て

い
た

の
で
あ

る
。

前

述

の
よ
う

に
、

元
文

二
年
六
月

、
乗
邑
ー

春
央

の
ラ

イ

ン
が

形
成
さ

れ
る
前
年

の
元
年

五
月

か
ら

、
忠
統

が

「
金

銀
吹
改
御
用

懸
」

に
任
ぜ

ら
れ
、

悪
名
高

い
農
民

収
奪

政
策

に
は
全
面
的

に
参

与

せ
ず
、

も

っ
ぱ
ら
貨

幣
問

題
と

取
組

み
、

し

か
も
、

特
別

に
賞

を
う
け

る
ほ
ど

に
そ

の
功

を
認
め
ら
れ

て
い
た

の
は
、

結
果

か
ら

み
れ

ば
、

ま

こ
と

に
幸
運

で
あ

っ
た
と

せ
ね

ば
な
ら

な

い
。

さ
ら

に
、
「
家
譜
」
と

「
徳

川
実
紀
」
と
か
ら
、
本

多
忠

統

の
業

績

を
拾

い
出
し

て
み
る

と
、

そ
の
学

識

の

せ

い
か
京
都

向
け

の
勤
務
が
多
く
、

た
と

え
ば
、

大
番

頭
と

し

て
は
、
京

都

二
条
在

番
を
命

じ
ら

れ
、
享

保
六
年

八
月

一
日
に
は
禁
裡

へ
八
朔
御
太

刀

・
御

馬
進
献

の
使

者
を

つ
と
あ
た
り
し

て

い
る
。
若
年
寄

と

な

っ
て
か
ら
も

、

な
ら
び

松
平
乗
邑

の
下

僚
と

し
て
儀

式

・
行

事

に
関

す

る
諸
役
を

つ
と

め
た
が
、

と
り
わ
け
、

比
宮

(伏
見
宮
邦
永
親
王
妹
)
の
家
重

へ
の
入
輿

(四
五
、
五
六
六
・五
八
五
頁
)
、
吉
宗

本
多
領
神
戸
藩
の
成
立
と
そ
の
歴
史
的
背
景
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本
多
領
神
戸
藩
の
成
立
と
そ
の
歴
史
的
背
景

圃

の
右

大
臣
転
任

に
あ
た

っ
て
の
宣

旨

の
受
納

(寛
保
元
)
、

さ
ら

に
は
将
軍
宣

下
御
用

懸

(享
延
二
)
(四
六
、

一
二
七
.三
五
七
頁
)
な
ど
、

京
都
側

と

の
接

触

の
多

い
業
務

に

⑬

つ
く
こ
と
が
多
か

っ
た
。

忠
統
は
こ
の
難
事
業
を
み
ご
と
に
や
り
と
げ
、
同
年
十

一
月
に
は
手
あ

つ
い
賞
を
う
け

て
い
る
。
も

っ
と
も
、
こ
の
と
き
上
役
と
し
て
褒
賞
さ

れ
た
老
中
は
、
乗
邑
の
後
継
者
と
も

い
う

べ
き
本
多
忠
良
で
あ

っ
た
。

と
も
あ
れ
、
本
格
的
文
人
政
治
家
と
し

て
、
京
都
側
の
お
ぼ
え
の
よ
い
本
多
忠
統

に
褒
賞
を
与
え
、
そ
の
反
対
に
悪
評
を
買

っ
た
松
平
乗
邑
を
処
罰
す
る
こ
と
は
、
将

軍
交
代
期
の
吉
宗
の
人
事
と
し
て
は
、
必
須
の
対
朝
廷
政
策

で
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
多
領
神
戸
藩
成
立
の
歴
史
的
背
景
と
し
て
、
重
視
し

て
も
よ
い
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

五
、
神

戸
築
城

と
五
千
石

加
増

本
多
家
の

「
家
譜
」
延
享
二
年
九
月
朔
日
の
条
に
、

「
神
戸
城
地

二
蒙
仰
、
五
千
石
御
加
増
拝
戴
」
と
あ
る
。

こ
の
直
後
、
九
月

二
十
五
日
に
吉
宗
は
世
子
家
重
に
将

軍
職
を
ゆ
ず
り
隠
退
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
忠
統

へ
の
城
主
昇
格
と
五
千
石
加
増
と
は
、
そ
の
置
土
産
と

い
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。

「
藩
翰
譜
」
に
は
こ
の
間
の
消
息
に

㎝

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
簡
潔
に
語
ら
れ
て
い
る
。

忠
統
職
に
あ
る
事

二
十
年
に
及
び
、
夙
夜

の
労
お
ほ
か
り
け
れ
ば
、
延
享

二
年
所
領
の
地
五
千
石
を
加

へ
ら
れ
、
神
戸
に
う

つ
ら
し
め
城
も
ち
に
そ
な
さ
れ
け
る

「
家
譜
」
に
よ
る
と
、
五
千
石

の
加
増
地
受
領
に
つ
い
て
は
、

肇

癖
嘩

㎡

加
増
地
多
良
尾
四
郎
右
衛
門
ヨ
リ
請
取
之
・
同
日
裂

上
ケ
地
差
上
、
+
二
月
三
日
御
加
増
地
滝
川
小
右
衛
門
ヨ
リ
請
取
之

と

あ
り
、
吉
宗

の
引
退
後

に
実

施
さ

れ
た

こ
と
が

わ
か

る
。

い
ま
、
本
多

家
所
蔵

「
領
知
目
録
」

の
う
ち

、
享
保
十

九
年

.
延
享

三
年

の
二
通

を
比
較
し

て
、
村

の
増

減

を
表

示
し

て
み

る
と
第

5
表

の
通
り

で
あ

る
。

次

に
、
神
戸

城

の
築
城

に

つ
い
て
は
、
前

掲

『
神
戸

平

原
地

方
郷

土
史
』

そ
の
他

に
依
拠

し
、

「
家

譜

」

の
記
事
と
併

せ
て
、

そ
の
経
過
を
表

示
し

て
お

こ
う

(第
6

表
)
。

縄
張
り

か
ら
、

そ

の
規
模

を
み
る

と
左

の
通
り

で
あ
る

。
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本
多
領
神
戸
藩
の
成
立
と
そ
の
歴
史
的
背
景

第5表 享保19年 ・延享3年,本 多忠統領地一覧

国名 郡名

伊

勢

河

内

河

曲

鈴
鹿

重

錦

区立
口

村 一_名 …_陣 聖
十日市場 矢田部 権現町 矢橋 寺家 西条1

南長太,山 辺 河田,高 岡,柳19,800.436

(北長 太)〔 木 田,同 新 田畑,十 宮,国 分,同 新 田〕'

上 田,同 新 田畑,高 宮,同 新 田,汲 河 原,甲 斐

日永村の内,同 浜新田,同 新田

11,621.661

1-

i2,3ユ0.517
i

原,日 野,清 水,流 谷,天 見,鬼 住 葛野共,

寺 本,長 野,伏 見堂,新 家,小 原,竹 山,板 持,3,203.3585

(甲 田)〔 甲 田 の 内,同 新 田〕

注,()内 は延享3年 返 上の分,〔 〕内は同年加増 の分。

第6表 神戸城築城経過

周
囲
約

一
二
町

五
九
間
半

(
}
、
四
二
〇
屑
)

大
手
門

通
、
東

西

二
三
七

間

(四
三
四
μ旧
)

西
大
手

通
、
南
北

一
四

八
間

(二
七
二
μ川
)

年 月 日

延 享3.6.15

9.6

10.18

10.22

4.12.21

寛 延 元.9.11

9.22

10.25

1事

絵図面の通り築城許可

普請総奉行任命(物 頭畠山彦右工門,

幕府より築城費2,000両 借用認可

地鎮(日 永村大聖院)

普請開始

主要建物上棟式

両櫓竣成

大工棟梁長兵衛 ら江戸に引揚げ

畠山彦右工門以下賞賜

項

郡代中川左兵ヱ)

南

田
中

通
、
東

西
三
〇

一
間

(五
五

一
溜
)

東

馬
場
通
、
南

北
九

三
間

(
一
七
〇
材
)

大

工
か
ら
石

工

に
至
る

ま

で
、
主

な
職
人

は
江
戸

か
ら
招

き
、
石

垣

の
石

は

三
河

石
を
岡
崎

か
ら
、
城

櫓

の
用

材
は
遠

州
須
賀

か
ら
、

い
ず

れ
も

船

で
白

子

の
浜

に
着

け
、

大
八
車

で
神
戸

ま

で
曳

い
て
運

ん
だ

。

主
要
な
建

物
は
、

二
の
丸

二
重
櫓

・
大
手
隅

櫓

・
大
手

橋

・

大
手

冠

木
門

・
西
廓
橋

な
ど

で
、

二
重
櫓
と

二
重

隅
櫓

に
は

「
唐
金

製

」

と

称
せ
ら

れ
る
鰭
が

の
せ
ら

れ
た

(衣
斐
賢
譲
氏
前
掲
書
)
。

か

く

し

て
、
名

実
と
も

に
城
持

大
名

の
威

容
が

と
と

の
え
ら
れ

た

の

で
あ

る
が
、

こ
の
城
普

請

の
経
費

の
総
計

は
、

三
、
八

八
七
両
余

で
、

そ
の
う
ち
、

二
千
両

を
幕

府

か
ら
借
入

れ

て

い
る

の
で
あ

る

か

ら
、

と

り
あ
え
ず

一
、

八
八
七
両
余

は
ど
う

し

て
も

捻
出

せ
ね
ば

な

ら
な

い

こ
と

に
な
る
。

そ
の
方
策

に

つ
い
て

の
史
料

は
、

い
ま
の
と

こ
ろ

不

明

で
あ

る
が

、
享
保
十

七
年

五
月
、

西
代

か
ら
神
戸

へ
の
所

替
え

の
際

に
は
、
家

中

一
統

引
越
料

と
し

て
藩
か

ら
金
子

の
下
賜

あ

る

い
は

借
用

を
う
け

て

い
る
。

も

と
も

と
極

小
藩

の
上
、
絶

え
ず

公

務

に

つ
か
ね
ば

な
ら
な

か

っ
た
た

め
財
政
困

難

で
あ

っ
た

か
ら
、
藩
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本
多
領
神
戸
藩
の
成
立
と
そ
の
歴
史
的
背
景

も
家
臣
も
恒
常
的
に
窮
乏
状
態
に
あ
り
、
不
時

の
失
費

に
は
負
担
能
力
が
乏
し
か

っ
た
の
で
、
そ
の
捻
出
は
、
お
そ
ら
く
藩
を
あ
げ
て
の
大
問
題
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、
領
主
の
忠
統
は
皮
肉

に
も
若
年
寄
の
重
職
に
あ

っ
た
た
あ
に
、
帰
国
し
て
、
父
忠
恒

の
分
立
以
来

の
盛
儀
を
領
民
と
と
も
に
よ
ろ
こ
ぶ
こ
と
も

で
き
ず
、

そ

の
た
め
の
財
政
処
置
を
、
諸
臣
と
膝
を
交
え
て
謀
る
こ
と
も

で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

個

衣
斐
弘
行
氏
の
前
掲
論
文

に
よ
る
と
、
忠
統
が

脚
狗
蘭
台
集
」

の
詩
文
の
な
か
に
琵
琶
湖
の
風
景
を
述
べ
て

「
琶
湖

ハ
余
ノ
故
園
也
」
と
、
生
ま
れ
故
郷
の
膳
所
を
な

つ
か
し
み
、
ま
た
荻
生
祖
裸

へ

】
西
代
八
景
云
々
」

の

一
文
を
送

っ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
領
地
の
風
土
を
賛
美
す
る
の
は
文
人
政
治
家
本
多
忠
統
ら
し

い
が
、
衣

斐
氏
は
他

の
詩
文

に
も
神
戸

に
取
材
し
た
も

の
は
な
い
の
で
、
彼
は
お
そ
ら
く
神
戸

の
地
は

一
度
も
踏
ま
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
る
。

寛
延
三
年
十

一
月
、
願
の
通
り
高
輪
屋
敷

に
隠
退
し
た
後
は
、

「
世
間
の
事
を
蝉
脱
し
、
枕
を
高
く
し
て
松
声
を
聞
く
」
と
い
う
心
境
に
て
、
も

っ
ぱ
ら
風
流
を
事
と

し
た
、
と
伊
藤
清
太
郎
氏
も
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
か
ら
死
去
す
る
ま
で
七
年
間
、

一
度
も
想
い
を
神
戸

の
上

に
は
せ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
神
谷
筋
氏

所
蔵
本
多
忠
統

の
書
翰

に
、

「
百
姓
共
困
窮
に
及
び
候

て
は
、
我

に
仁
徳
の
お
よ
ば
ぬ
処
に
候
」
と
理
想
主
義
的
な
農
政
論
を
述

べ
て
い
る
。

こ
れ
は
国
元
の
老
臣
武
井

助
右
衛
門

に
宛
て
た
も
の
で
、
「
我
が
領
内

に
飢
死
候
者

こ
れ
な
き
様

に
」
と
の
文
言

か
ら
、
前
述
享
保
十
七
年
の
大
凶
作

に
際
し
、
幕
領
の
救
荒
対
策

に
腐
心
し
つ
つ
、

冊

帰
国
不
可
能

で
あ

っ
た
た
あ
、
自
領
領
民
の
疾
苦
を
憂

い
た
も

の
で
あ
ろ
う
と

い
わ
れ
る
。

若
し
忠
統

の
帰
国
が
彼
の
疾
病
の
た
め
不
可
能
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
論
外

で
あ
る
が
、
若
年
寄

の
職
を
退
い
た
後
も
、
そ
の
死
に
至
る
ま

で
、
七
年
間
も

■
風
流
を

事
と
」
す
る
生
活
を
送
り
な
が
ら
、
立
藩
以
来
の
盛
運
の
よ
ろ

こ
び
を
、
彼
の
愛
す
る
領
民
と
と
も

に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
と

い
う
こ
と
は
、

こ
れ
は

一
つ
の
悲

劇

で
、
所
謂
幕
藩
制
国
家

の
模
範
的
高
級
官
僚

の
宿
命
と
も
い
う

べ
き
も

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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お

わ

り

に

畿
内

の
譜
代
小
藩
た
る
本
多
領
神
戸
藩

の
成
立
過
程
を
辿
り
、

そ
の
歴
史
的
背
景
を
あ
れ
こ
れ
と
推
考
し
て
み
た
が
、

所
詮
は
藩
主
本
多
忠
統
の

事
績

を
中
心
と
し

た
、
藩
史
の
外
観
的
素
描

に
過
ぎ
な
か

っ
た
。

藩
史
研
究
と
し
て
は
、

悪
条
件
の
下
に
お
か
れ
た

神
戸
藩

そ
の
も

の
の
政
治
組
織
や
財
政
問
題

・
産
業
政
策
、

領
民
支
配
の
方
策
な
ど
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
研
究



⑳

が
、
さ
ら
に
残
さ
れ
た
課
題
と
な
る

で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
本
多
家
文
書
や
旧
家
老
の
武
井
家

に
襲
蔵
さ
れ
る

[
九
皐
抄
」
の
よ
う
な
支
配
者
側
の
史
料
の
ほ
か

に
、
旧
領
内
に
ひ
ろ
く
点
在
す
る
地
方
史
料

の
援
用
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
、
幸

い
に
し

て
目
下
進
行
中
の

『
鈴
鹿
市
史
」

『
河
内
長
野
市
史
」

「富
田
林

市
史
』
な
ど
地
方
史
の
編
集
に
、
大
き
く
期
待
を
か
け
た

い
と
思
う
。

さ
ら

に
、
本
多
忠
統
が
、
祖
裸
学
徒

と
し
て
、
す
ぐ
れ
た
文
入
政
治
家
で
あ

っ
た
と
い
う

一
面
を
堀
下
げ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
彼
は
肯.r
保
十
七
年
、
神
戸

へ
所
替
え
の

頃
、
代
表
作
の

「
猜
蘭
台
集
」
、
や
や
後
れ
て

一
猜
蘭
子
」
を
刊
行
し
て
お
り
、
そ
の
他
詩
文
も
多
く
残
し
て
い
る
。
そ
の
思
想
的
、

文
学
的
素
要
は
、

単
な
る
殿
様
芸

を
抜
出
た
も
の
で
あ

っ
た
が
、
神
戸
藩
政
史
研
究
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
単
な
る
思
想
史
的

・
文
学
史
的
研
究
に
と
ど
ま
ら
ず
、
彼
が
祖
裸

か
ら
何
を
学
び
、

そ
れ
を
施
政
の
上
に
如
何

に
具
体
化
し
よ
う
と
し
た
か
と

い
う
点
を
、

明
ら
か

に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら

に
ま
た

、
忠
統

は
前

掲

の
書
翰

に
、

「
必
ず

く

下

ノ
物

ヲ
ト
リ

テ
上

へ
つ
け
ぬ
や
う

の
志
専

一
」

と

い

っ
て

い
る
が
、

こ
れ
は
単

に
自
領
内

だ

け

の
観
念

で
は

な
か

っ
た

で
あ

ろ
う
。

し
き

り

に

「
下

ノ
物

ヲ
ト
リ

テ
」

強
行

せ
ね
ば

な

ら
ぬ
改
革

者

の
陣
営

内

に
あ

っ
て
、

封

建
主
義

者

の
仁

政
論

と

い
う
、
祖

疎
学

説
自
体

の
矛
盾

を
、

ど

う
う
け

と
め
、
ど

う
解

決
し

よ
う

と
し
た

か
、

興

味

深

い
問
題
も

残
さ

れ

て
い
る

の
で
あ
る
。

注
(
1
)
本
多
領
神
戸
藩
。
伊
勢
神
戸
は
、
古
く
か
ら
の
参
宮
街
道

の
名
邑
と
し
て
、
交
通

・

経
済
の
要
衝

で
、
中
世

の
末
期
、
関
氏
の

一
族
神
戸
氏
が
、

こ
こ
に
幡
鋸
し
、
永
禄
年

間
、
織
田
信
長
が
三
男
信
孝
を
神
戸
氏
の
養
子
と
し
て
こ
こ
に
居
城
さ
せ
た
。
以
後
こ

の
地
に
は
、
生
駒

・
滝
川

・
水
野
の
諸
氏
が
封
じ
ら
れ
た
が

、
幕
藩
制
成
立
以
後
は
、

一
柳
直
盛

(
五
万
石
)
・
石
川
総
長

(
一
万
石
)
と
相
次
ぎ
、
総
長
の
孫
総
茂

の
と
き
、

享
保
十
七
年

に
常
陸
下
館
に
移
封
、
本
多
41心統
が
こ
こ
に
入
部
し
た
。
以
来
廃
藩
ま
で

本
多
氏
が
歴
代
藩
主
と
し
て
伝
領
し
た
の
で
あ
る
。

(2
)
若
林

「
明
治
三
年
神
戸
藩
の
藩
制
取
調
書
に
つ
い
て
」
(『
大
手
前
女
子
大
学
論
集
」

第

一
五
号
)
。

(3
)
本
多
家

「家
譜
」。

本
多
家
に
は
、

各
種
の

「家
譜
」
が
襲
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

こ
に
援
用
し
た
の
は
、

「
江
戸
之
部
」
と
い
う
注
記
が
あ
り

、

歴
代
藩
主
の
経
暦
、
家

本
多
領
神
戸
藩
の
成
立
と
そ
の
歴
史
的
背
景

族
、
屋
敷
な
ど
を
編
年
的

に
記
し
た
も
の
で
、
と
り
わ
け
江
戸
以
外
の
各
地
で
の
諸
勤

務
も
遂

一
記
載
し
て
い
る
の
で
お
お
い
に
参
考
と
な
る
が
、
そ
れ
に
も
お
の
ず
か
ら
軽

重
に
よ
る
選
択
が
加
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
必
ず
し
も
す
べ
て
を
網
羅
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
な
お
参
観
交
代
の
月
日
を

一
々
記
載
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
動
勢
を
知

る
上
で
、
非
常
に
便
利
で
あ
る
。

(4
)
注
(2
)
に
、
忠
恒
が

「河
内
国
錦
部
郡
西
代
に
居
住
し
た
」
と
書
い
た
の
は
筆
者
の

誤
り
で
、
少
く
と
も

「家
譜
」
に
よ
れ
ば
、
忠
恒
は
生
涯
膳
所
を
去
ら
ず
、
本
稿
の
よ

う
に
、
忠
統

に
至

っ
て
は
じ
め
て
西
代
に
居
館
を
設
け
移
住
し
た
。

こ
の
原
因
は
不
明

で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
間
に
お
け
る
本
多
氏
の
領
国
経
営
の
発
展
を
意
味
す
る
の

で
あ
ろ
う
。

(5
)

「藩
翰
譜
」
続
編
巻
之
四
、
上

(『新
井
白
石
全
集

・
第

二
巻
』)

二
五
六
頁
。

(6
)
藤
野
保

『
幕
藩
体
制
史
の
研
究
』
三

一
六
頁
。
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本
多
領
神
戸
藩
の
成
立
と
そ
の
歴
史
的
背
景

(7
)
忠
統
も
、
当
初
本
所
火
消
役
を
つ
と
め
、
小
姓

・
京
都
火
消
役
を
経

て
、
大
番
頭
と

な
り
、
若
年
寄

へ
の
道
を
開

い
た
。
し
か
る
に
そ
の
子
忠
永
か
ら
は
、
ほ
と
ん
ど
歴
代

江
戸
城
各
所
の
門
番
や
日
光
祭
礼
奉
行
代

・
大
坂
加
番
代
な
ど
を
つ
と
あ
、
幕
末

の
忠

貫
に
至

っ
た
。
そ
れ
で
、
こ
の
あ
た
り
が
神
戸
藩
主
本
多
家

の
役
柄
で
あ

っ
た
こ
と
が

わ
か
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
初
代
忠
統
の
抜
擢
が
並
な
ら
ぬ
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
忠
貫
は
山
田
奉
行
に
任
じ
ら
れ
、
維
新
動
乱
期
に
か
け

て
活
躍
す
る
の
で
あ
る
。
注

(2
)
参
照
。

(8
)
大
番
頭
。
大
番
は
江
戸
幕
府
の
警
備
組
織
で

一
二
組
あ
り
、
江
戸
城
、
お
よ
び
江
戸

市
中
を
巡
回
警
備
し
た
。
ほ
か
に
二
組
ず
つ
交
代
で
大
阪
城

お
よ
び

二
条
城

に
も
詰

め
、
本
丸
を
守
護
し
た
。
大
番
頭
は
そ
の
長
で
、
当
初

一
万
石
か
ら
四
-
五
万
石
の
譜

代
大
名
の
役
柄
で
あ

っ
た
が
、
41心統
が
退
職
し
た
享
保
八
年
頃
か
ら
五
千
石
高
の
幕
臣

の
勤
務
と
な

っ
た
。

(9
)
勝
手
掛
。
諸
書
に
は

「御
勝
手
御
用
掛
」
「国
用
出
納
」
「
国
用
の
事
」
と
い
ろ
い
ろ

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
繁
雑
な
の
で
、
こ
こ
で
は

「勝
手
掛
」
と
い
う
語
を
も

っ
て
統

一
し
た
。

(
10
)
大
石
慎
三
郎

「享
保
改
革
」

(岩
波
講
座

『
日
本
歴
史

・
近
世
3
』
)
二
七
四
頁
、
二

七
七
頁
。

(
11
)
若
年
寄
。
老
中

に
次
ぐ
重
職
。
奏
者
番

・
寺
社
奉
行

・
大
番
頭

を

経

て

登
庸
さ
れ

た
。
本
多
忠
統
が
そ
れ
ら
の
職
を
歴
任
し
た
の
は
、
若
年
寄
と
な
る
前
提
で
あ

っ
た
の

で
あ
る
。
当
初
茶
器

・
刀
剣

・
厩
の
こ
と
か
ら
、
し
だ
い
に
大
奥

・
土
木

・
納
戸

・
細

工
方

.
猿
楽

.
舞
々
な
ど
の
こ
と
を
管
掌
し
た
が
、
元
禄
十

一
年
に
は
秋
元
喬
知

・
米

倉
昌
弄
の
両
人
に

「
国
用
の
事
」

を
掌
ら
せ
た
。

こ
れ
が

勝
手
掛
若
年
寄

の
は
じ
め

で
、
忠
統
の

任
命
は
、

そ
の
再
興
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

(松
平

太
郎

『江

戸
時
代

・
制
度

の
研
究
』
三
七
六
頁
以
下
)
。

(12
)
徳
川
実
紀
。

『新
訂
増
補

・
国
史
大
系
』
に
よ

っ
た
。

文
中

の
数
字
は
、

そ
の
書
の

号
数
と
頁
で
あ

る
。

(13
)
辻
達
也

『享
保
改
革
研
の
究
』
「第
七
章
通
貨
の
統

一
」
、

一
八
七
頁
以
下
。

(14
)
各
種
史
料
に
よ

っ
て
み
る
と
、
本
多
忠
統
の
活
躍
、
お
よ
び
褒
賞
の
事
例
は
か
な
り

多
い
が
、
そ
れ

は
単
独
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
老
中
と
連
帯
で
、
と
く
に
松
平
乗
邑
と

コ
ン
ビ
で
つ
と

め
た
の
が
圧
倒
的
に
多
い
。

(15
)

「家
譜
」
に
は
、
吉
宗
の

「御
転
任
之
節
宣
旨
相
納
候
様
蒙
仰
」

と
あ
る
が
、
「徳

(寛
保
元
年
八
月
)

川
実
紀
」
に
は

「七
日
転
兼
の
大
礼
」
の
条
に
、
式
次
第
を

詳
述
し
た
後
、

「御
拝
戴

は
て
㌧
、

少
老
本
多
伊

予
守
忠
統
宣
旨
を
う
け
て
お
さ
む
」
と
忠
統
の
役
割
を
述
べ

て
い
る

(前
掲
書
四
⊥ハ
、

一
五
頁
)。

(
16
)
現
在
本
多
家

に
は
、
享
保
元
年
の

「将
軍
宣
下
留
」
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら

く
忠
統
が
参
考

に
す
る
つ
も
り
で
入
手
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

(17
)
注
(
5
)
二
五
七
頁
。

(18
)
衣
斐
弘
行

「猜
蘭
の
詩
」
(「涼
火
』
12
)。

(19
)
仲
見
秀
雄

『本
多
忠
統
公
略
伝
』
八
頁
。

(20
)
九
皐
抄
。
雪

・
月

・
花

三
巻
。
天
保
五
年
、
藩
の
老
臣
武
井
房
雅
撰
。
膳
所
以
来
の

法
令

.
諸
記
録

を
集
め
た
も
の
で
、
神
戸
藩
史
研
究
に
は
必
須
の
書
で
あ
る
。
武
井
氏

の
末
孫
、
武
井
脩
家
に
襲
蔵
さ
れ
て
い
る
。
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